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福岡県立精神医療センター太宰府病院の運営評価について 

 

福岡県立精神医療センター太宰府病院（以下、「太宰府病院」という。）の管理につ

いては、平成１７年４月に指定管理者制度を導入し、一般財団法人医療・介護・教育

研究財団を指定管理者としている。 

福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会（以下、「評価委員会」とい

う。）では、太宰府病院における管理の適正化、良質な精神医療の提供及び経営健全

化に資することを目的として、その運営について評価を行った。 

 

１ 評価の対象期間 

今回の評価は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間を対象と

した。 

 

２ 評価の方法 

評価項目は「病院の管理運営」、「医療機能」、「経営の健全化」の３つとし、それ

ぞれの視点から評価した。 

具体的には、指定管理者から令和４年度事業の実績についての報告を受け、以下

の評価項目・評価対象ごとに各種指標を参考にして、各委員からの意見を取りまと

め、本運営評価報告書を作成した。 

 

評価項目 評価対象 

 

Ⅰ 病院の管理運営に関する事項 

 

１ 病院組織の管理運営に関すること 

２ 患者の権利と安全確保、患者サービスに関

すること 

３ 医療の質に関すること 

 

Ⅱ 医療機能に関する事項 

 

４ 急性期を中心とした良質な精神医療の提供に

関すること 

５ 身体合併症患者の受入れに関すること 

６ 社会復帰の促進に関すること 

７ その他公的医療の実施に関すること 

８ 研究・研修・教育活動の充実に関すること 

Ⅲ 経営の健全化に関する事項 ９ 長期収支計画の達成に関すること 
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３ 事業実績に対する評価 

評価項目 評 価 

Ⅰ 病院の管理 

運営に関する

事項 

１ 病院組織の管理運営に関すること 

・病院の理念・基本方針、規程・マニュアルの見直しとその周知徹

底を図っている。 

・また、院内研修や院外研修、学会への参加も計画的に行われてい

る。 

・その他、設備機器等を計画的に更新し、検査精度や処理能力の向

上を図り、業務の効率化に取り組んでいる。 

２ 患者の権利と安全確保、患者サービスに関すること 

・患者の権利と責任に関する具体的な内容が明文化されており、院

内外への周知が図られている。 

・また、医療安全管理室を設置し、医療事故に関し迅速な情報共有

を行うとともに、事故防止策や事故発生後の対応を一元的に行っ

ている。 

・災害対策としては、避難訓練の実施、非常食等の備蓄など、患者

の安全確保に努めている。 

・その他、院内会議やアンケートを実施し、接遇の改善や待ち時間

の短縮、待合室エリアへの無料 Wi-Fi 設置など、療養環境の整備

に努めている。 

３ 医療の質に関すること 

・医師、看護師、その他医療技術者の数は概ね充足しているが、多

様な精神科医療ニーズに対応するため、更なる人員確保の取組が

望まれる。 

・また、統括指導医のもと、常勤医がレジデント（研修医）を指導

する体制を整備するほか、定期的な症例検討会の実施や専門研修

の受講促進など、診療の質の改善にも努めている。 

 

 

Ⅱ 医療機能に 

  関する事項 

 

 

４ 急性期を中心とした良質な精神医療の提供に関すること 

・措置入院、緊急措置入院患者等の受入れや治療を積極的に行って

いる。 

・精神科救急システムにおいてもオンコール体制の強化により救

急患者、重症患者を積極的に受け入れており、拠点・専門病院と

しての役割を果たしている。 

５ 身体合併症患者の受入れに関すること 

・結核病床を設置し、結核患者の受入体制を整えている。 

６ 社会復帰の促進に関すること 

・デイホスピタルや訪問看護の実施、保健所等の関連機関との情報

交換及び患者家族会の活動の支援を行うなど、地域と連携し、社

会復帰に向けて積極的に取り組んでいる。 
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７ その他公的医療の実施に関すること 

・刑務所等矯正施設からの措置患者や、医療観察法に基づく精神鑑

定及び通院など、地域の医療機関で処遇が困難な患者を積極的に

受け入れている。 

８ 研究・研修・教育活動の充実に関すること 

・精神科研修医や看護師等医療従事者実習生の受入れ、学校や研修

会への講師派遣を行い、研究発表にも取り組んでいる。 

Ⅲ 経営の健全化 

に関する事項 

９ 長期収支計画の達成に関すること 

・長期収支計画に基づき、減価償却費等を除く医業収支は１６年連

続で黒字を達成しており、経営状況は順調である。 

・地域の医療機関との連携強化による患者確保に取り組んでおり、

デイホスピタル、訪問看護の件数についても、類似県立病院と比

較して多い状況である。 

・委託の活用、消耗品や備品の入札及び複数見積による価格交渉力

の強化、薬品、診療材料の他病院との共同仕入れ等による効率的

な購入を行い、費用の抑制を図っている。 

 

それぞれの評価項目、評価対象についての詳細な意見・評価は次のとおりである。 

 

 

Ⅰ 病院の管理運営に関する事項 

  Ⅰ‐１ 病院組織の管理運営に関すること 

○ 病院の理念・基本方針の周知 

・平成２７年４月に新たな基本方針を制定し、職員、患者、家族、地

域住民への周知徹底を図っている。 

○ 病院の運営体制 

・病院運営の基本となる各種規程・マニュアルが整備され、必要に応

じた見直しが行われており、その周知徹底が図られている。 

○ 職員に対する教育・研修の実施 

・院内研修の開催や院外研修、学会への参加が計画的に行われている。 

○ 業務の効率化に向けた取組 

・老朽化した設備機器等を計画的に補修・更新し、療養環境や職場環境の

向上を図っている。 
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  Ⅰ‐２ 患者の権利と安全確保、患者サービスに関すること 

○ 患者の権利と責任に関する周知 

・患者の権利と責任をまとめた文書を院内各所に掲示するほか、広報

誌やホームページ等にも掲載し、患者や職員へ周知を図っている。 

○ 患者の安全確保体制 

・事故に関する情報共有や対策検討のための会議を定期的に開催して

いるほか、事故の分析や情報伝達、事故対応及び事故防止策の立案

を一元的に行う医療安全管理室を設置し、医療安全管理体制の充実

を図っている。 

・また、火災及び自然災害への対策として、マニュアルの整備や定期

的な消火・避難訓練の実施、非常食、飲料水の備蓄、患者の安全確

保に努めている。 

・令和３年３月には福岡県災害拠点精神科病院に指定されている。 

○ 来院者への接遇と案内、プライバシー確保への配慮、療養環境の整

備 

・院内会議や接遇教育、職員及び患者アンケートを実施し、接遇の改

善や待ち時間の短縮、待合室エリアへの無料Wi-Fi設置など、療養

環境の整備に努めている。 

 

  Ⅰ‐３ 医療の質に関すること 

○ 必要な医師、看護師等の確保 

・医師、看護師、その他医療技術者の数は概ね充足しているが、多様

な精神科医療ニーズに対応するため、更なる人員確保の取組が望ま

れる。（表１） 

○ 診療の質を改善するための仕組み 

・統括指導医のもと、常勤医がレジデント（研修医）を指導する体制

を整備するほか、定期的な症例検討会の実施や専門研修の受講促進

など、診療の質の改善にも努めている。 

・また、診療の標準化を図るクリニカルパスの導入や、看護力の自己

評価の実施など、看護の質の向上にも努めている。 

○ 適切な診療・看護の記録 

・電子カルテを導入しており、診療録管理・保管マニュアルに基づき、

適正な管理、運用に取り組んでいる。 

 

 

 



 5 

Ⅱ 医療機能に関する事項 

  Ⅱ‐４ 急性期を中心とした良質な精神医療の提供に関すること 

○ 措置入院、緊急措置入院、応急入院、鑑定入院（鑑定留置含む）患

者の受入れ・治療 

・令和４年度の入院患者６０３人のうち、措置入院１２人、緊急措置

入院１７人、応急入院２１人及び鑑定入院４人の計５４人となって

おり、急性期の患者等を積極的に受け入れている。 

○ 精神科救急医療システム＊における拠点・専門病院としての患者の

受入れ・治療 

・オンコール体制の強化により、令和４年度は３７人（令和３年度は

４６人）の患者を受け入れ、システムの中での役割を果たしている。

（表２） 

・また、類似県立病院と比較して、再入院率（前３ヶ月間に入院歴がある

患者数の割合）は１５．４％と低い。入院患者残留率（令和３年６月１

か月間の入院患者数のうち、令和４年度６月１日時点の残留患者数

の割合）も類似県立病院と比較すると１．７％と低く、退院率（入

院期間が１年以上の患者のうち、入院期間が１年以上で退院した患

者の割合）も４６．２％と高い。 

・一方、平均在院日数は１３１．７日と長くなっており、退院後の受

け皿が課題となっている。（表３、４、５、６、７） 

＊ 福岡県精神科救急医療システム 

・夜間及び休日昼間の時間帯において、救急の患者に対する迅速かつ適切な

医療及び保護を行うことを目的として、福岡県が北九州市、福岡市と共同

で運営している。 

・情報センターが、本人、家族、消防、警察、保健所からの電話相談を受け

付け、入院又は診察が必要と判断した患者を、当番病院で受け入れる。 

・当番病院での対応が困難な場合、拠点・専門病院が協力する。 

  

  Ⅱ‐５ 身体合併症患者の受入れに関すること 

○ 結核を合併した精神障害者の治療 

・結核病床を１０床設置し、適切な医療を提供している。なお、令和４年

度は、県からの要請によりこの結核病床を含め、新型コロナウイルス感

染症患者受入病床として最大２０床確保し、７４人の受入れを行ってい

る。 
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  Ⅱ‐６ 社会復帰の促進に関すること 

○ デイホスピタル、訪問看護の実施 

・令和４年度のデイホスピタル利用延人数は６，４６６人、デイホス

ピタル終了率（令和４年度登録者数に占める終了者の割合）は

１２．８％、訪問看護実施延人数は９，４８６人と、類似県立病院

と比べ良好な実績であり、社会復帰に向けた積極的な取組が行われ

ている。（表８、９、１０） 

○ 県医師会、県精神科病院協会などの関連団体、保健所、精神保健福

祉センター、児童相談所等との連携及び患者家族会の活動の支援  

・連絡会議等に定期的に参加し、密な情報交換を行い、地域における

精神医療・保健・福祉の向上に努めるほか、患者家族会の活動支援

も行っている。 

 

  Ⅱ‐７ その他公的医療の実施に関すること 

○ 民間で処遇が困難な患者の受入れ 

・措置患者や他の精神科病院等からの依頼患者など、民間病院で処遇

が困難な患者の受入れを行っており、令和４年度の実績は８人であ

った。 

・また、令和４年度の患者全体に占める紹介患者の割合は５７．８％

となっており、地域の医療機関で処遇が困難な患者の受入れに努め

ている。（表２、１１） 

○ 司法精神医療の実施 

・心神喪失者等医療観察法に基づく精神鑑定等も行っている。 

 

  Ⅱ‐８ 研究・研修・教育活動の充実に関すること 

○ 新研修医制度における精神科研修医の受入れ 

・令和４年度は６病院から３０人を受け入れ、研修医からも高い評価

を受けている。 

○ 看護師等医療技術者の実習生受入れ及び養成機関への講師等派遣協力 

・令和４年度は受入れ１７３人、派遣２８５件となっており、積極的

に協力している。 

○ 研究業績に関すること 

・令和４年度の講演は１９件となっている。 
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Ⅲ 経営の健全化に関する事項 

  Ⅲ‐９ 長期収支計画の達成に関すること 

○ 指定管理者は県との協定に基づき長期収支計画（２７年度から令和

６年度までの１０年間）を策定し、毎年度の収支目標を設定してい

る。 

○ 医療機関との連携強化による患者確保など収入確保のための取組

状況 

・患者紹介率の向上を図っており、退院後のデイホスピタル利用延人

数は６，４６６人（類似県立病院平均６，１７３人）、訪問看護実施延

人数は９，４８６人（類似県立病院平均４，１６５人）となってい

る。この数は類似県立病院と比較しても高く、地域との連携強化に

よる患者確保に努めている。（表８、１０、１１） 

○ 急性期治療の取組状況 

・Ａ１・Ａ２病棟の７０床で救急・急性期治療に取り組んでおり、救急・

急性期病棟の平均在院日数は５６．２日、病床利用率は６９．６％とな

っている。（表７） 

○ 費用対効果を重視した外部委託方式の徹底、薬品・診療材料等の効

率的購入や適正な在庫管理など経費節減のための取組状況  

・令和４年度の患者数については、入院、外来ともに年度当初見込数

を下回ったため、医業収益は２，２１５百万円となり、見込額

２，２８１百万円に対し６６百万円下回った。 

・一方、入院診療単価及び外来診療単価については、見込額を上回っ

ており、また、委託の活用、消耗品、備品の入札及び複数見積によ

る価格交渉力の強化、薬品、診療材料の他病院との共同仕入れ、及

びジェネリック薬品の採用促進等を行った結果、医業費用は

２，０７７百万円と見込額の２，２３１百万円に対し１５４百万円下

回った。 

・その結果、医業費用に対する医業収入の割合（医業収支比率）は見

込値１０２．２％に対し、実績は１０６．６％と上回っている。 

・なお、決算額の医業費用に含まれている減価償却費を除くと医業収

支は１６年連続して黒字を達成しており、経営状況としては順調で

あると評価できる。（表１２） 

 



参考資料

表１　職種別職員数(R5.3.31現在） （単位：人）

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

医師 11 6 16 0 26 28 12 0 17 0 11 0

レジデント 0 4 0 2 9 0 8 0 0 0 0 0

看護師・准看護師 132 3 149 8 247 7 120 9 165 9 134 5

看護助手 9 0 0 6 11 0 5 4 0 0 0 22

薬剤師 4 0 6 0 6 1 4 0 3 1 1 0

検査技師 2 0 2 1 0 3 1 0 1 3 1 0

放射線技師 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0

作業療法士 11 0 5 3 10 0 6 0 6 1 4 0

精神保健福祉士 10 1 11 2 13 1 9 2 11 3 7 0

心理判定士 5 0 4 0 11 0 5 2 7 1 2 1

栄養士 2 0 3 0 3 1 3 0 1 1 2 0

保健師 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 18 15 12 10 28 30 0 0 12 5 0 0

205 29 210 32 365 72 173 18 223 26 163 28

鹿児島県立

姶良病院

３２３床 ２７３床

計

３３４床

愛知県

精神医療センター こころの医療センター精神医療センター 精神医療センター

静岡県立

３００床 ２５８床 ２８０床

神奈川県立

8

職　　種

太宰府病院
宮城県立



表２　入院患者数及びその内訳（令和4年度）
（単位：人）

12 （1） 107 （60） 145 （139） 10 - 14 （0） 22 （20）

17 （13） 1 （1） 0 （0） 18 - 17 （6） 0 （0）

21 （4） 5 （2） 3 （0） 6 - 22 （3） 0 （0）

352 （19） 249 （36） 333 （60） 340 - 348 （16） 248 （136）

197 （0） 117 （1） 921 （1） 51 - 492 （5） 337 （97）

鑑定留置 4 （0） 0 （0） 0 （0） 1 - 0 （0） 0 （0）

鑑定入院 0 （0） 3 （0） 8 （0） 5 - 0 （0） 4 （0）

603 （37） 482 （100） 1,410 （200） 431 （0） 893 （30） 611 （253）

　＊（　）は精神科救急医療システムによる受入患者数〔内数〕

表３　平均在院日数（令和4年度） （単位：日）

鹿児島県立
姶良病院

平均在院日数

太宰府病院
宮城県立

精神医療センター
静岡県立

こころの医療センター
鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

62.7131.7 113.3 122.6114.670.1

神奈川県立
精神医療センター

神奈川県立
精神医療センター

愛知県
精神医療センター

太宰府病院
宮城県立

精神医療センター
静岡県立

こころの医療センター

措　　　置

緊急措置

応急入院

9

医療保護

任　　　意

その他

入院患者計

入院患者の
受入時形態



表４　再入院率（令和4年度） ： （各月の入院患者数のうち前３か月の間に精神科病院の入院歴がある患者数の割合）表７　病棟別入院患者実績数（令和4年度）
定床数 入院者延数 平均在院日数 病床利用率 病床回転数 入院患者数 退院患者数 診療単価

病　棟 （床） （人） （日） （％） （回） （人） （人） （円）

15.4% 10.9% 17.9% 39.2% 28.6% 23.3% Ａ１ 緊急・救急 30 9,485 59.7 86.6 5.290 179 139 33,981

93 56 60 171 258 145 Ａ２ 緊急・救急 40 13,114 52.6 52.6 5.240 270 229 35,317

603 514 335 436 901 623 Ｂ１
認知症

・思春期
55 18,372 918.6 91.5 0.364 14 26 15,155

Ｂ２
依存症

・合併症
55 647 19.6 3.2 0.596 34 32 28,575

Ｃ１ 社会復帰 60 18,267 178.2 83.4 1.708 73 132 15,525

Ｃ２ 回復期 60 19,869 478.8 90.7 0.691 33 50 14,825

表５　残留率　：　（令和4年6月1日の残留患者数）／（令和3年6月1ヶ月間の入院患者数） 300 79,754 1,707.5 408.0 13.889 603 608 143,378

1.7% 33.9% 5.2% 2.4% 0.0% 5.6%

58 180 115 42 66 54

1 61 6 1 0 3

表６　退院率　：　（入院期間が1年以上で退院した患者数）／（入院期間が1年以上の在院患者数）

4 2 2 0 1 3

48 24 24 0 12 36

104 59 53 55 36 99

46.2% 40.7% 45.3% 0.0% 33.3% 36.4%

神奈川県立
精神医療セン

ター

太宰府病院
宮城県立

精神医療セン
ター

残留患者数

太宰府病院

10

退院率（ｅ／ｆ）

合計

残留率

R4年6月30日現在
入院期間が１年以上の

患者数（ｆ）

静岡県立
こころの医療

センター

愛知県
精神医療セン

ター

宮城県立
精神医療セン

ター

推計退院者数
（ｅ=ｄ×12）

太宰府病院

神奈川県立
精神医療セン

ター

鹿児島県立
姶良病院

鹿児島県立
姶良病院

鹿児島県立
姶良病院

R4年6月退院者のうち
１年以上入院者数

（ｄ）

愛知県
精神医療セン

ター

愛知県
精神医療セン

ター

入院者（人）

宮城県立
精神医療セン

ター

静岡県立
こころの医療

センター

静岡県立
こころの医療

センター

入院患者数

神奈川県立
精神医療セン

ター

再入院者（人）

再入院率



表８　デイホスピタル利用延人数（令和4年度） （単位：人）

表９　デイホスピタル終了率（令和４年度終了者数／（令和３年度末参加登録者数＋令和４年度新規登録者数）×100）

表１０　訪問看護実施延人数（令和4年度） （単位：人）

表１１　患者紹介率（他の医療機関からの紹介による患者数／受診者数）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

Ｒ３年度 64.3% 91.3% 64.8% 71.1% 61.1% 65.5% 61.8% 76.1% 75.7% 83.7% 71.7% 11.3% 65.6%

Ｒ４年度 76.3% 52.5% 66.2% 64.6% 58.3% 55.9% 59.3% 42.6% 48.2% 75.0% 52.5% 43.1% 57.8%

3,8284,036

訪問看護
実施延人数

太宰府病院
宮城県立

精神医療センター
静岡県立

こころの医療センター
神奈川県立

精神医療センター
鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

8.5%30.6%

鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

6,466 0 1,8756,167 3,95018,871

神奈川県立
精神医療センター

鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

12.8% 32.7% 16.6%
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デイホスピタル
利用延人数

太宰府病院
宮城県立

精神医療センター
静岡県立

こころの医療センター
神奈川県立

精神医療センター

デイホスピタル
終了率

太宰府病院
宮城県立

精神医療センター
静岡県立

こころの医療センター

9,486 5,501 3,728

30.1%

3,734



表１２　医業収支（令和4年度）

１日平均患者数 入院

外来

診療単価 入院

外来

注）太宰府病院の目標：４年度予算

職員給与費比率 65.1% 61.6% -3.5% 110.9% 109.5%105.4%

8,900円 9,612円 712円 9,606円 6,359円

20,400円

110.6%

8,249円 10,250円

156.4人

165.7人

258.0人 218.5人 ▲ 40人 160.8人 137.8人270.7人

20,750円 350円 23,900円 26,279円28,213円

▲ 25人 110.7人 125.5人194.5人

28,307円

130.0人 104.6人

平均在院日数 - 131.7日 － 113.3日 114.6日70.1日 62.7日

医業収支比率

病床利用率 86.0% 72.8% -13% 62.3% 80.1%83.8% 57.3%

102.2% 106.6% 0 66.1% 66.7%72.2% 63.5%

病床数 300 258 280323 273

医業損益　

50,193

334

▲ 937,604 ▲ 784,729▲ 1,284,336

762

2,767,040 2,355,2454,616,731 3,350,269

▲ 1,223,644

医業費用　② 2,231,276 2,077,557 ▲ 153,719

その他医業費用 47,584 50,193 2,609

137,852 87,659
①－②

0 00

691,317

研究研修費 11,513 6,094 ▲ 5,419 7,791 6,1837,327 6,390

経　　　　 費 512,632 508,599 ▲ 4,033 585,229 509,815783,343

1,484,986 1,365,359 ▲ 119,627 2,029,177 1,719,9303,512,603 2,352,426

材 　料 　費 174,561 147,312 ▲ 27,249 144,843 119,317313,458 299,374

給 　与 　費

21,400 265,239 243,839 115,360 15,40374,903 12,972

医業収益　① 2,281,469 2,215,409 ▲ 66,060 1,829,436 1,570,5163,332,395 2,126,625

その他医業収益

入　院　収　益 1,921,068 1,654,903 ▲ 266,165 1,402,399 1,321,3642,787,326 1,616,075

外　来　収　益 339,001 295,267 ▲ 43,734 311,677 233,749470,166 497,578

太宰府病院 宮城県立 静岡県立神奈川県立 愛知県

目標（ア） 決算（イ） 差引（イーア） 精神医療センター こころの医療センター精神医療センター 精神医療センター

1
2

12,463円

79.6%

93.4%

88.1%

122.6日

249.3人

106.5人

21,072円

2,573,052

▲ 306,741

2,266,311

1,805,033

352,608

410,713

4,190

508

（単位：千円）

鹿児島県立

姶良病院

1,917,107

322,658

26,546



【その他参考資料】

　患者数の状況
【入院】 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

延患者数 6,881 7,089 6,750 7,034 6,944 6,967 6,808 6,567 6,806 6,889 6,400 7,009 82,144

１日平均 229.4 228.7 225.0 226.9 224.0 232.2 219.6 218.9 219.5 222.2 228.6 226.1 225.1

延患者数 6,697 6,809 6,299 6,431 6,438 6,529 7,049 6,757 6,751 6,730 6,274 6,990 79,754

１日平均 223.2 219.6 210.0 207.5 207.7 217.6 227.4 225.4 217.8 217.1 224.1 225.5 218.5

延患者数

１日平均

【外来】 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

延患者数 2,768 2,296 2,627 2,627 2,528 2,387 2,599 2,930 2,761 2,364 2,194 2,573 31,288

１日平均 110.7 99.8 101.0 105.1 101.1 99.5 100.0 122.1 115.0 102.8 99.7 99.0 104.6

延患者数 2,323 2,306 2,580 2,533 2,793 2,600 2,540 2,814 2,545 2,437 2,382 2,866 30,654

１日平均 92.9 100.3 99.2 101.3 107.4 108.3 101.6 117.3 106.0 106.0 108.3 110.2 104.8

延患者数

１日平均

　　病床利用率（令和4年度）
鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

72.8% 62.3% 80.1%83.8% 93.4%57.3%

165.7

病床利用率

太宰府病院
宮城県

精神医療センター
静岡県立

こころの医療センター
神奈川県立

精神医療センター

静岡県立
こころの医療センター

神奈川県立
精神医療センター

鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

Ｒ４年度

30,654 32,446 36,76156,999 25,88948,543

104.8 110.7 125.5194.5 106.5

鹿児島県立
姶良病院

愛知県
精神医療センター

Ｒ４年度

79,754 58,679 50,28298,797 90,98157,092

218.5 137.8270.7 249.3156.4

宮城県立
精神医療センター

静岡県立
こころの医療センター

神奈川県立
精神医療センター

1
3

Ｒ３年度

Ｒ４年度

太宰府病院

160.8

Ｒ３年度

Ｒ４年度

太宰府病院
宮城県立

精神医療センター
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「福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会」設置要綱 

 

（目的） 

第１条 精神医療センター太宰府病院における指定管理者による管理の適正化を図るため、「精

神医療センター太宰府病院運営評価委員会」（以下「評価委員会」という。）を設置し、良

質な精神医療の提供及び経営健全化について客観的な外部評価を実施する。 

 

（組織） 

第２条 評価委員会は７人の委員をもって組織する。 

２ 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、会議を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は、欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（評価委員会の業務） 

第３条 評価委員会は、次の業務を行う。 

（１）  評価委員会は、評価方法及び内容を協議、決定する。 

（２）  評価委員会は、精神医療センター太宰府病院の医療機能及び経営に関する事項に   

ついて評価し、その結果に基づき「運営評価報告書」を作成する。 

（３） 評価委員会は、「運営評価報告書」をもって評価結果を保健医療介護部長に報告する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、任期の満了後であっても、新たに委員が任命されるまでの間は、引き続きその職

務を行う。 

 

（委員の責務） 

第５条 委員は、評価委員会の業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（評価委員会の開催） 

第６条 評価委員会は、委員長が招集する。 

 

（事務局） 

第７条 評価委員会の事務を処理するため、福岡県保健医療介護部健康増進課に事務局を置く。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営について必要な事項は、別途、協議

の上、定める。  

  

 附 則 

 この要綱は、平成１７年１１月１６日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月 ５日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 
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